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エ．大学等卒業予定者 

（1）大学等卒業予定者の就職・採用活動時期について 

以下のとおり設定されています。 
具体的な取扱いについては「2025年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請事項」

（p.161～p.169）をご確認ください。 

  ①広報活動 
   卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 
  ②採用選考活動 
   卒業・修了年度の6月1日以降 

※ 一定の要件を満たす人材について新しい採用日程を設けています。 
  ③採用内定 
   卒業・修了年度の10月1日以降 

（2）大学等へ直接求人申込みを行う場合 

学校の所定の手続きに従い、求人申込みを行ってください。 

（3）ハローワークへ求人申込みを行う場合 

① 求人の受理  

求人の受理は、2月1日以降から行いますので、管轄ハローワークへ申し込んでください。 

「求人申込書（大学等）」（記入要領についてはp.44～53,p.62～63参照）を使用してください。 

② 求人内容の提示開始 

学生への公開展示は4月1日から行います。（職業紹介は原則6月1日以降となります。） 

なお、全国のハローワークの求人情報提供パソコンでも求人情報を公開するとともに、ハローワー

クインターネットサービスよる求人情報の公開を実施しております。 

(4)性別に関わりのない募集・採用等について 

男女雇用機会均等法により、募集･採用等について性別を理由とする差別が禁止されていますので、

大学生等を対象とする募集も、男女不問求人とする必要があります（p.100～p.103，p.147 参照）。 

 (5)新規学卒者等の採用と「年齢制限禁止」例外事由について 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以

下「労働施策総合推進法」という」）第9条により、年齢制限を設けることが原則、禁止されていますが、

長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない

労働契約の対象として募集・採用する場合については、例外事由【労働施策総合推進法施行規則第

１条の３第１項第３号のイ（p.112参照）】として上限年齢を定めることが認められます。 

但し、①対象者の職業経験について不問とすること ②新規学卒者以外の者にあっては、新規学

卒者と同等の処遇であること、という要件を満たす必要があります。 

※ 「同等の処遇」とは、新卒者と同様の訓練・育成体制、配置・処遇をもって育成しようとしている場

合を指すものであり、賃金等が新卒者と完全に一致しなければならない趣旨ではありません。 

 

  
全国的な大学等卒業予定者における公正な採用選考に向けた取組み 

全国的な大学等卒業予定者における公正な採用選考に向けた取組みとしては、国公私立の大学、短

期大学及び高等専門学校 ( 以下「大学等」という。) で構成する就職問題懇談会が、 学生の就職機会の

均等を期すること等を目的に、適切な応募書類の提出や男女雇用機会均等に則した採用募集 ・ 選考等

が行われるよう、求人企業に要請することについて申合わせを行い、また、(一社) 日本経済団体連合会

は、「採用選考に関する指針」を提唱し、公平 ・ 公正な採用の徹底を呼びかけていましたが、２０２０年度

（２０２１年３月）以降に卒業 ・ 修了予定である学生の就職 ・ 採用活動については、 経団連として「採用

選考に関する指針」を策定せず、政府主導により、これまでと同様に就職 ・ 採用活動のルールを策定

し、経済団体に対して要請を行っています。（p.160 参照） 

ひとくちメモ   
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ウ．大阪府立高等職業技術専門校・大阪障害者職業能力開発校及び近畿職

業能力開発大学校等  修了予定者 

大阪府立高等職業技術専門校等では、技能者の育成を行い、産業界へ送り出しています。 

（１）大阪府立高等職業技術専門校・大阪障害者職業能力開発校修了予定者 
・  府立高等職業技術専門校修了予定者への求人については、各ハローワークのほか各技術専門

校で受け付けています。大阪障害者職業能力開発校等の障害者科目については、各ハローワー

クで受け付けています。 

求人に関するご相談は、各ハローワーク、技術専門校、障害者職業能力開発校に、お気軽にお

問い合わせください。 

・ 各技術専門校及びハローワークで受け付けた求人情報は、技術専門校等の生徒に、適宜提供し

ています。 

◇府立高等職業技術専門校等一覧表（※2025年度の訓練の訓練科目は下記参照） 

 

府立高等職業技術専門校等  2025年度の訓練科目 

 

（２）近畿職業能力開発大学校・関西職業能力開発促進センター大阪港湾労働分所修了予定者 
近畿職業能力開発大学校等の修了予定者に対する職業紹介関係業務は、当該校で行いますので、

直接学校へ求人の申込みをしてください。 
 施 設 名 〒  所 在 地 電話番号 FAX 番号 

近畿職業能力開発大学校 596-0817 岸和田市岸の丘町3-1-1 072-489-2112 
072-479-

1751 
関西職業能力開発促進センター

大阪港湾労働分所 
551-0023 大阪市大正区鶴町2-20-21 06-6552-4012 

06-6552-

4400 
 

施  設  名 〒  所 在 地 電話番号 FAX 番号 
北大阪高等職業技術専門校 573-0128 枚方市津田山手2-11-40 072-808-2151 072-808-2152 
東大阪高等職業技術専門校 578-0984 東大阪市菱江6-9-10 072-964-8836 072-964-8904 
南大阪高等職業技術専門校 594-1144 和泉市テクノステージ2-3-5  0725-53-3005 0725-53-3015 
夕陽丘高等職業技術専門校 543-0002 大阪市天王寺区上汐4-4-1  06-6776-9900 06-6776-9905 
大阪障害者職業能力開発校 590-0137 堺市南区城山台5-1-3  072-296-8311 072-296-8313 

校名 訓練科目 校名 訓練科目 校名 訓練科目 

北 

大 

阪 

校 

３Dモデルクラフト科 
東 

大 

阪 

校 

プロダクトサポート科 

大
阪
障
害
者 

職
業
能
力
開
発
校 

CAD技術科 

ロボテックオートメーション科 ● ビル管理科 Ｗｅｂデザイン科 

ICTプログラミング科 ● 機械ＣＡＤデザイン科 ＯＡビジネス科 

建築設計科 電気工事科 オフィス実践科 

建築設備科 ものづくり金属科 ワークサービス科 

建築インテリア科 
南 

大 

阪 

校 

自動車・車体整備科 ● 職域開拓科 

ワークトレーニング科    電気主任技術科 ● Jobチャレンジ科 

夕 

陽 

丘 

校 

● ビル設備管理科 情報通信科   

● ビルクリーニング管理科 Ｗｅｂプログラミング科   

● 建築内装ＣＡＤ科 化学ビジネス科   

● キャリアチャレンジ科 ●空調設備科   

● ジョブステップ科  ※ 訓練科目の ●印は、６か月訓練の科目です 

ワークアシスト科  ★印は、障害のある方が対象の科目です 
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大卒求人申込書 

求人申込書の書き方 
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大卒求人票 

求人票の見方 
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労働条件の明示 

事業主の皆さまへ

職業安定法施行規則の改正により、2024（令和６）年４月１日以降、ハローワーク
に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①～③の明示をお願いします。

① 従 事 す べ き 業 務 の 変 更 の 範 囲 ※

② 就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲 ※

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲︓
変更なし」と明示してください。

・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場
合には、同欄に変更後の業務を明示してください。

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、
転勤の可能性を「１．あり」とした上で、「補足事項」欄に転勤範囲を明示してくだ
さい。

求人票に明示する労働条件が

新たに 3 点 追 加 さ れるのでご留意ください

③ 有 期 労 働 契 約 を 更 新 す る 場 合 の 基 準

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性
がある場合は「契約更新の可能性」欄を「１．あり」に○を付けてください。

・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確
実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けてください。

■原則更新の場合は以下のように明示してください。

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「補足事項」欄に「更新上限︓有（通算契約期間○年／更新回数○回）」

※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

■条件付きで更新ありの場合は以下のように明示してください。

・「補足事項」欄に具体的な更新条件を記載

・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載

※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

※通算契約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 を 含 み ま す 。
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